
 

 

聖籠町告示第８７号  

 平成２７年度聖籠町臨時福祉給付金支給事業実施要綱の一部を改正

する告示を次のように定める。  

平成２８年９月１３日  

聖籠町長 渡邊 廣吉  

平成２７年度聖籠町臨時福祉給付金支給事業実施要綱の一部を

改正する告示  

 平成２７年度聖籠町臨時福祉給付金支給事業実施要綱（平成２６年

聖籠町告示第４８号）の一部を次のように改正する。  

題名を次のように改める。  

平成２８年度聖籠町臨時福祉給付金支給事業実施要綱  

 第１条中「要綱」を「告示」に改め、「平成２７年度聖籠町臨時福

祉給付金支給事業」を「平成２８年度聖籠町臨時福祉給付金支給事業」

に改める。  

 第２条中「要綱」を「告示」に改め、同条第１号中「町に」の前に

「平成２８年度臨時福祉給付金として」を加え、同条第２号中「別記

１」を「別記」に改める。  

 第４条中「６千円」を「３千円」に改める。  

 第５条第１項中「平成２７年９月１日」を「平成２８年９月２０日」

に改める。  

 第７条第１項第１号中「平成２７年１月１日」を「平成２８年１月

１日」に改める。  

第８条第２項中「別記１（１）④」を「別記（１）④」に、「別記

１（１）④アに規定する」を「当該児童等の」に改め、同条第３項中

「別記１（１）⑤」を「別記（１）⑤」に改め、同条第４項中「別記

１（６）」を「別記（６）」に改め、「養護者」の前に「当該者の」

を加える。  

 別記中「１ 支給対象者」を「支給対象者」に、「６千円」を「３

千円」に改め、同記第１号④中「平成９年」を「平成１０年」に、「平

成７年」を「平成８年」に、同記第１号④ア中「児童福祉法」を「同



 

 

法」に改め、同号④ウ中「又は」を「、又は」に改め、同記第２号①

中「平成２７年」を「平成２８年」に改め、同号②中「平成２７年」

を「平成２８年」に改め、同号③中「平成２７年」を「平成２８年」

に改め、同号④中「平成２７年」を「平成２８年」に改め、同記第６

号①中「（昭和４５年法律第８４号）」の次に「第２条第１項」を加

え、「（平成２３年法律第７９号）」の次に「第２条第３項」を加え、

同号②中「（基準日において６５歳以上の者（昭和２５年１月２日以

前に生まれた者。）」を「（高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対

する支援等に関する法律（平成１７年法律第１２４号）第２条第１項

に規定する高齢者であって、基準日において６５歳以上の者（昭和２

６年１月２日以前に生まれた者。）」に改め、「高齢者虐待の防止、

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成１７年法律第１２

４号）」を「同法第２項」に改める。  

 様式を次のように改める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

   附 則  

 この告示は、平成２８年９月１３日から施行する。  


